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【 手 続 補 正 書 】
【 提 出 日 】 平 成 18年 6月 13日 (2006.6.13)
【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
便 器 へ の 洗 浄 水 を 供 給 す る 給 水 路 に 供 給 通 路 を 開 閉 す る 洗 浄 弁 と 、 そ の 洗 浄 弁 を 開 閉 駆 動
す る 弁 駆 動 装 置 と を 設 け 、 前 記 給 水 路 に 給 水 圧 力 を 検 出 す る 圧 力 検 知 手 段 を 備 え 、 こ の 圧
力 検 知 手 段 の 圧 力 検 出 出 力 に 基 づ い て 前 記 弁 駆 動 装 置 を 制 御 す る 制 御 部 を 備 え 、

前 記 圧 力 検 知 手 段 の 検 出 値 が 所 定 値 以 下 の 場 合 に お い て 、
所 定 時 間 経 過 後 に 再 度 、 前 記 弁 駆 動 装 置 を 自 動 的 に 作 動 さ せ て 洗 浄

す る こ と を 特 徴 と す る 便 器 洗 浄 装 置 。
【 請 求 項 ２ 】
請 求 項 １ 記 載 の 便 器 洗 浄 装 置 に お い て 、 前 記 圧 力 検 知 手 段 の 検 出 値 が 所 定 値 以 下 の 場 合 は
、 所 定 時 間 経 過 後 に あ る 所 定 時 間 だ け 前 記 弁 駆 動 装 置 を 開 弁 さ せ て 、 前 記 圧 力 検 知 手 段 の
圧 力 検 出 値 が 所 定 値 以 上 で あ る か 否 か を 判 断 し 、 所 定 値 以 上 の 場 合 は そ れ か ら 更 に 所 定 時
間 経 過 後 に 再 度 、 前 記 弁 駆 動 装 置 を 自 動 的 に 作 動 さ せ て 便 器 洗 浄 モ ー ド へ 移 行 さ せ 、 所 定
値 以 下 の 場 合 は 所 定 値 以 上 に な る ま で 繰 り 返 し て 所 定 時 間 経 過 後 に 所 定 時 間 だ け 前 記 弁 駆
動 装 置 を 開 弁 さ せ て 給 水 圧 力 を 再 検 出 す る モ ー ド へ 移 行 さ せ 、 事 前 に 所 定 の 給 水 圧 力 が 確
保 さ れ て い る こ と を 検 出 し て か ら 便 器 洗 浄 モ ー ド へ 移 行 さ せ る こ と を 特 徴 と し た 便 器 洗 浄
装 置 。
【 請 求 項 ３ 】
請 求 項 １ 乃 至 ２ 記 載 の 便 器 洗 浄 装 置 に お い て 、 便 座 へ の 人 体 の 着 座 を 検 知 す る 着 座 検 知 セ
ン サ と 、 便 器 本 体 の 使 用 を 検 知 す る 人 体 検 知 セ ン サ と を 備 え 、 前 記 人 体 検 知 セ ン サ に よ る
検 知 信 号 消 失 後 に 前 記 弁 駆 動 装 置 を 自 動 的 に 作 動 さ せ る こ と を 特 徴 と す る 便 器 洗 浄 装 置 。
【 請 求 項 ４ 】
請 求 項 ３ 記 載 の 便 器 洗 浄 装 置 に お い て 、 前 記 弁 駆 動 装 置 は 大 量 放 出 又 は 少 量 放 出 状 態 に 開
弁 さ せ て 該 便 器 本 体 の 大 洗 浄 又 は 小 洗 浄 を 行 う こ と を 特 徴 と す る 便 器 洗 浄 装 置 。
【 請 求 項 ５ 】
請 求 項 ３ 乃 至 ４ 記 載 の 便 器 洗 浄 装 置 に お い て 、 便 座 の 起 立 姿 勢 を 検 知 す る 検 知 手 段 を 有 し
、 前 記 制 御 部 は 、 便 器 使 用 者 の 前 記 便 座 へ の 着 座 時 間 が 設 定 時 間 以 上 の 長 時 間 で あ る と き

前 記 弁 駆
動 装 置 が 前 記 洗 浄 弁 を 作 動 さ せ て 前 記 便 器 の 洗 浄 を 行 う 便 器 洗 浄 モ ー ド を 実 行 す る 便 器 洗
浄 装 置 で あ っ て 、 前 記 便 器 洗 浄
モ ー ド を 実 行 し て か ら
水 を 供 給 し て 便 器 洗 浄 モ ー ド に 移 行



に 、 人 体 検 知 セ ン サ に よ る 検 知 信 号 消 失 後 前 記 弁 駆 動 装 置 を 自 動 的 に 大 洗 浄 動 作 さ せ 、 ま
た 設 定 時 間 未 満 の 短 時 間 で あ る と き 若 し く は 該 着 座 時 間 の 長 短 に 関 わ り な く 、 便 座 の 起 立
姿 勢 を 検 知 し た と き 、 人 体 検 知 セ ン サ に よ る 検 知 信 号 消 失 後 に 自 動 的 に 該 弁 駆 動 装 置 を 小
洗 浄 動 作 さ せ る こ と を 特 徴 と す る 便 器 装 置 。
【 請 求 項 ６ 】
請 求 項 １ 乃 至 ５ い ず れ か 記 載 の 便 器 洗 浄 装 置 に お い て 、 前 記 弁 駆 動 装 置 を 大 洗 浄 動 作 又 は
小 洗 浄 動 作 さ せ る 大 洗 浄 操 作 部 及 び 小 洗 浄 操 作 部 が 更 に 備 え ら れ て お り 、 そ れ ら 大 洗 浄 操
作 部 又 は 小 洗 浄 操 作 部 の 操 作 が 行 わ れ た と き 、 前 記 制 御 部 が 該 操 作 に 応 じ た 大 洗 浄 動 作 又
は 小 洗 浄 動 作 を 前 記 弁 駆 動 装 置 に 行 わ せ る こ と を 特 徴 と す る 便 器 装 置 。
【 請 求 項 ７ 】
請 求 項 １ 記 載 の 便 器 洗 浄 装 置 に お い て 、 ２ 回 目 以 降 の 前 器 洗 浄 モ ー ド 時 に は 、 初 回 の
便 器 洗 浄 時 と は 別 の 動 作 で あ る こ と を 可 視 又 は 可 聴 す る 手 段 を 備 え た こ と を 特 徴
と す る 便 器 洗 浄 装 置 。
【 手 続 補 正 ２ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ０ ５
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ０ ５ 】
【 課 題 を 解 決 す る た め の 手 段 及 び 作 用 及 び 効 果 】
本 発 明 は 、 上 記 課 題 を 解 決 す る た め に な さ れ た も の で あ り 、 請 求 項 １ の 発 明 で は 、 便 器 へ
の 洗 浄 水 を 供 給 す る 給 水 路 に 供 給 通 路 を 開 閉 す る 洗 浄 弁 と 、 そ の 洗 浄 弁 を 開 閉 駆 動 す る 弁
駆 動 装 置 と を 設 け 、 前 記 給 水 路 に 給 水 圧 力 を 検 出 す る 圧 力 検 知 手 段 を 備 え 、 こ の 圧 力 検 知
手 段 の 圧 力 検 出 出 力 に 基 づ い て 前 記 弁 駆 動 装 置 を 制 御 す る 制 御 部 を 備 え 、

前 記 圧 力 検 知 手 段 の 検 出 値 が 所 定 値 以 下 の 場 合 に お い て 、
所 定 時 間 経 過 後 に 再 度 、 例 え ば 数 分 後 に 前 記 弁 駆 動 装 置 を 自 動 的 に 作 動 さ

せ て 洗 浄 さ せ る の で 、 給 水 管 の 給 水 圧 力 が 一 時 的 に 変
動 し た 場 合 で も 、 確 実 に 汚 物 ・ 汚 水 を 排 出 す る こ と が で き る た め 、 次 の 使 用 者 が 快 適 に 便
器 を 使 用 す る こ と が で き る 。
【 手 続 補 正 ３ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ １
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ １ １ 】
請 求 項 ７ の 発 明 で は 、 ２ 回 目 以 降 の 前 器 洗 浄 モ ー ド 時 に は 、 初 回 の 便 器 洗 浄 時 と は 別
の 動 作 で あ る こ と を 可 視 又 は 可 聴 さ せ る の で 、 使 用 者 は 給 水 圧 力 が 確 保 さ れ な か っ た
た め に 、 再 度 、 自 動 で 便 器 洗 浄 さ れ た こ と を 認 識 す る こ と が で き 、 誤 動 作 等 に よ る 洗 浄 で
は な い こ と を 報 知 す る こ と が 可 能 と な る た め 、 無 駄 な 洗 浄 水 を 使 用 し て い な い こ と で の 安
心 感 を 使 用 者 へ 与 え る こ と が で き る 。
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